
令和7年度（2025年度）
三重県失語症者向け意志疎通支援者養成講座

失語症は脳卒中や事故などの後遺症で起こります。
「話す」「聞く」「読む」「書く」ことが難しくなります。
記憶や判断力などは変わらないのに、以前のように会話が
できなくなります。

失語症（しつごしょう）？

令和7年9月6日〜令和7年11月30日（全9回）開催期間

会 場 三重県総合文化センター（津市一身田上津部田1234番地）
＊全９回のうち、第３回、第７回については身障者就労センター
上々/さんておーる食堂（度会郡玉城町佐田７０５－２）

受講資格 ・県内に在住、在勤の18歳以上の方
・全日程（約8割以上）出席できる方
・講座修了後、失語症者向け意思疎通支援者として活動できる方
＊本講習会修了者名簿登録及び市町への名簿提供を行います。

受講者募集 受講費無料
（定員12名）

＊失語症の症状や対応を理解して会話の支援をするのが
「失語症者向け意思疎通支援者」です。

失語症者のコミュニケーションを
支援しませんか？



講義内容・日程

Mail：mie.st.situgosien@gmail.com （担当：八谷（ヤタガイ））
(送信時に三重県言語聴覚士会 意思疎通支援事業担当と明記してください）

主催：三重県 主管：三重県言語聴覚士会
協力：失語症友の会「絆」

問い合わせ先

申込方法
二次元コード、または受講申込書にてお申し込みください。

（送付先）訪問看護リハビリステーション手のひら
〒516-0052 三重県伊勢市上地町5112-4

受講料

申込締切

募集人数無料 12名

令和7年 8月9日（土）17時必着
＊定員を超えたら募集を終了します。

回 日時 内容 会場

第1回
※

9月6日（土）
10：00〜16：00

失語症概論/失語症のある人の日常生活とニーズ/
意思疎通支援者とは何か/意思疎通支援者の心構
えと倫理/派遣事業と意思疎通支援者の業務

三重県総合文化センター
セミナー室B

第2回
※

9月13日（土）
10：00〜15：00

コミュニケーション支援技法Ⅰ 三重県総合文化センター
セミナー室B

第3回 9月21日（日）
9：00〜15：00

コミュニケーション支援実習Ⅰ 身障者就労センター上々/
さんておーる食堂
（度会郡玉城町）

第4回 10月11日（土）
10：00〜15：00

身体介助の方法/身体介助実習 三重県総合文化センター
セミナー室B

第5回 10月19日（日）
10：00〜16：00

外出同行支援/外出同行支援実習 三重県総合文化センター
セミナー室B

第6回 10月25日（土）
10：00〜15：00

外出同行支援実習 三重県総合文化センター
4階小研修室2

第7回 11月9日（日）
9：00〜15：00

コミュニケーション支援実習Ⅰ 身障者就労センター上々/
さんておーる食堂
（度会郡玉城町）

第8回 11月23日（日）
10：00〜16：00

コミュニケーション支援実習Ⅰ 三重県総合文化センター
中研修室

第9回 11月30日（日）
10：00〜14：30

コミュニケーション支援実習Ⅰ/修了式 三重県総合文化センター
セミナー室A

受講費

講義12時間＋実習28時間＝計40時間

三重県言語聴覚士会
失語症者向け意思疎通支援者養成事業担当

（注）講習日程の※のついた講義を欠席されると、次の講義・実習に支障が出るため参加必須です。
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